
平成 29年 1月 20日

入札の公示

次のとおり、制限付一般競争入札を実施する。

社会福祉法人 楡の会

理事長 三宅  誼

このことについて次の事項を承知のうえ、「入札参加資格確認申請書」を提出してく

ださい。

提出期限 平成 29年 1月 27日(金)必着

       宛先 〒004-0007 札幌市厚別区厚別町下野幌 49番地

                   社会福祉法人楡の会 事務課 宛

結果通知 平成 29年 2月 8日(水)に「入札参加資格確認通知書」を郵送する。

     参加資格「有」の者には、入札関係書類を同封する。

１、競争入札に付する事項

（１）事 業 名  社会福祉法人 楡の会 清掃業務委託

（２）事業場所  札幌市厚別区厚別町下野幌４９番地

（３）予定価格  公表しない

（４）契約期間 平成 29年 4月 1日から平成 31年 3月 31日

２、入札参加資格

（１）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。

（２）会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に

よる再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決定後の者は除く。）

等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。

（３）事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が

構成員単独での入札参加を希望していないこと。

３、清掃業務委託の仕様書及び別記１の通り

４、競争入札執行の日時及び場所

  （１）入札日時 平成 29年 2年 16日（木）、 午前 11時 00分

  （２）入札場所 札幌市厚別区厚別町下野幌４９番地

  社会福祉法人楡の会 アクト 2階  ミーティングルーム

（３）開札場所 （２）に同じ

（４）開札日時 （１）に同じ



５、入札保証金  免除する。

６、入札記載金額（税抜き金額）

  落札価格に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者で

あるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当す

る金額を入札書に記載してください。

７、消費税課税事業者等の申出

  落札者となった場合は、落札決定後速やかに消費税の課税業者であるか免税業者で

あるか申し出てください。

８、予定価格 設定しております。

９、最低価格 設定しております。

10、郵便又は電報による入札は認めません。

11、落札から１０日以内に契約を締結します。

12、支払条件は 月末締め翌月末支払となっています。



業務仕様書【アクト棟及びクリニック棟】

①実施日   月曜日～金曜日（平日）1名

②勤務時間  7：30～10：30

③業務内容

                       【アクト棟】

７：３０～ 管理室・理事長室・院長室・給湯室（ゴミ回収・床面除塵・水拭き・机棚等水拭

き・シンク清掃）

       ミーティングルーム・発達検査室（ゴミ回収・床面除塵・水拭き・机棚等水拭き・

       シンク清掃）

８：１５～ 風除室（床面除塵・週に 1回すのこ下も）

       ホール（床面除塵・水拭き・手摺水拭き）

８：３０～ 廊下・渡り廊下（床面除塵・手摺水拭き）

       エレベーター（内外ドア水拭き・床面除塵・水拭き・手摺水拭き）

８：５０～ 階段（床面除塵・水拭き・手摺水拭き）

       トイレ（床面除塵・水拭き・便器清掃・スリッパ・ドアノブ除菌）

       清掃用具洗濯・片付け

                  【クリニック棟へ移動】

１０：００～ 病棟（洗面台・シンク清掃）

        病棟・外来（消耗品補充）

１０：３０ 業務終了

業務仕様書【クリニック棟】

【実施日】 月曜日～金曜日（平日） ・土曜日（外来開院日 月１回） 2名

【時 間】 7：30～１0：30

【業務内容】

    ７：３０～ 正面玄関（車椅子用バケツ水取り替え、タオル交換）

         外来各部屋（ゴミ回収・床面除塵、水拭き・机、棚等水拭き・シンク清掃）

         外来ロビー、廊下（ゴミ回収・床面除塵、水拭き・机、棚等水拭き・シンク清掃）

８：４５～ 外来、職員トイレ（ゴミ回収・床面除塵・洗面所清掃・便器清掃・スリッパ、ドアノブ

除菌）

９：００～ 病棟廊下（床面除塵、水拭き・手摺り等水拭き）

９：１５～ 病室（ゴミ回収・床面除塵、水拭き・棚等水拭き）

          ナースステーション（ゴミ回収・床面除塵、水拭き・机等水拭き）

   １０：００～ 病棟病室以外各部屋（床面除塵、水拭き）

          清掃用具洗濯・片付け

    １０：３０ 業務終了



曜日別清掃箇所月曜日 病棟脱衣室、外来医局

火曜日 病棟カルテ庫、病棟物品庫、病棟プレイルーム、職員更衣室

               水曜日 病棟脱衣室、外来脳波室

               木曜日 外来医局、病棟休憩室

               金曜日 外来レントゲン室、職員更衣室

月 1回 病棟浴室清掃

業務仕様書【アクト棟及びクリニック棟】

①実施日  月曜日～金曜日（平日） 1名

②勤務時間 12：30～16：30

③業務内容

                     【クリニック棟】

     １２：３０～ 正面玄関（床面除塵・水拭き・車椅子用バケツ水取り替え・タオル交換）

     １２：４５～ 渡り廊下（床面除塵・水拭き・手摺等水拭き）

            外来（窓掃除※汚れている部分のみ）

                    【アクト棟へ移動】

     １３：１５～ 2階トイレ（床面除塵・水拭き・便器清掃・スリッパ・ドアノブ除菌）

     １４：０５～ 2階窓とサン・吹き抜け側窓とサン・自販機（水拭き・窓拭き）

     １４：４０～ 給湯室（床面除塵・水拭き・シンク清掃）

                     【通園へ移動】

     １５：００～ 通園利用者トイレ（床面除塵・水拭き・便器清掃・スリッパ・ドアノブ除菌）

            週 1回はボランティアによる清掃が入る為、別の箇所を清掃。

                     【各棟巡回清掃】

     １５：２０～ トイレ巡回清掃（※汚れている部分のみ）

     １５：５０～ 玄関周り巡回清掃（※汚れている部分のみ）

     １６：１５～ 清掃用具洗濯・片付け

     １６：３０ 業務終了



【実施日】 土曜日（外来開院日を除く）  1名

【時 間】 7：30～１1：30

【業務内容】

    ７：３０～正面玄関（車椅子用バケツ水取り替え、タオル交換）

         外来ロビー、廊下（床面除塵）

外来、職員トイレ（ゴミ回収・床面除塵・洗面所清掃・便器清掃・スリッパ、ドアノブ

            除菌）

    ８：００～病棟廊下（床面除塵・水拭き・手摺等水拭き）

    ８：４５～病室（ゴミ回収・床面除塵・水拭き・棚等水拭き）

         ナースステーション（ゴミ回収・床面除塵、水拭き・机等水拭き）

    ９：４５～病棟病室以外各部屋（床面除塵・水拭き）

         病棟、外来（消耗品補充）

  １０：３０～病棟（洗面台、シンク清掃）

   １０：４５～正面玄関（床面除塵・車椅子用バケツ水取り替え、タオル交換）

   １１：０５～渡り廊下（床面除塵、水拭き・手摺等水拭き）

   １１：１５～清掃用具洗濯、片付け・ゴミ捨て

   １１：３０～業務終了

【実施日】 日曜日・祝日  1名

【時 間】 7：30～１1：30

【業務内容】

    ７：３０～正面玄関（車椅子用バケツ水取り替え・タオル交換）

職員トイレ（ゴミ回収・床面除塵・洗面所清掃・便器清掃・スリッパ、ドアノブ除菌）

    ７：５５～病棟廊下（床面除塵、水拭き・手摺等水拭き）

    ８：４５～病室（ゴミ回収・床面除塵・水拭き・棚等水拭き）

         ナースステーション（ゴミ回収・床面除塵・水拭き・机等水拭き）

    ９：４５～病棟病室以外各部屋（床面除塵・水拭き）

         病棟、外来（消耗品補充）

   １０：３０～病棟（洗面台、シンク清掃）

   １０：４５～正面玄関（車椅子用バケツ水取り替え、タオル交換）

   １１：０５～渡り廊下（床面除塵・水拭き・手摺等水拭き）

   １１：１５～清掃用具洗濯、片付け・ゴミ捨て

   １１：３０～業務終了



別記1
甲：楡の会     乙：業者

区分 業務内容 甲 乙 備考

衛生面の遵守事項の作成 ○ ○

利用者の共用部分の床・手すり・椅子等の清掃 ○

職員の共用部分玄関・更衣室等の清掃 ○

衣服・作業服等の清潔保持状況等の確認 ○ ○

用具・用品・消耗品の管理・保管 ○

不定期に壁・ドア・トイレ・硝子等の清掃 ○

業務内容の確認 ○

業務内容の確認改善・対応 ○

勤務表の作成 ○

勤務表の確認 ○

業務分担・従事者配置表の提示 ○

業務分担・従事者配置表の確認 ○

健康管理計画の作成 ○

定期健康診断の実施 ○

健康診断結果の保管 ○

健康診断実施状況等の確認 ○

事故防止策の策定 ○

従事者に対する研修・訓練 ○

従事者に対する研修教育等の実施確認 ○

他 関わりのある施設内会議・研修会等への参加・協力 ○ ○

甲 乙 備考

委託関連帳票類に関する費用 ○

業務に必要な什器備品の購入費及び補充費 ○

業務に使用する上下水道・光熱費・水質検査費用 ○

清掃用具などの購入費及び補充費 ○

清掃備品及び清掃器具費 ○

業務に要する洗剤及び消耗品費 ○

業務従事者の給料・諸手当・法定福利費 ○

塵芥処理費及び防虫・防鼠費用 ○ 定期清掃含む

業務従事者の教育訓練費等 ○

業務従事者の車両駐車場経費 ○

業務連絡に要する電話架設費・通信費及びパソコン費用 ○

その他業者側が認めたもの ○ 施設の備品の破損等

業務従事者の保健衛生費(インフルエンザ予防接種含む) ○ 健康診断含む

清
掃
業
務

管
理
業
務

労
働
安
全
衛
生

研修等

費用負担区分



◎ アクト棟 ◎ クリニック棟

フロア 場                所 ㎡ フロア 場                所 ㎡

1階 風除室 15.00 1階 病棟 洗濯室 5.25

ホール 30.30 乾燥室 3.75

廊下 36.36 清潔リネン庫 6.30

渡り廊下 23.10 不潔リネン庫 6.30

エレベーター 8.98 洗面台 18.00

階段 7.43 患者用トイレ 26.89

トイレ 男子トイレ 2.81 病室1 36.00

女子トイレ 2.14 病室2 36.00

小児用便所 7.65 病室3 18.00

便所１ 4.00 病室4 18.00

便所２ 2.55 物品庫 9.00

2階 管理室 21.00 脱衣所 19.02

理事長・院長室 21.00 浴室 28.98

ミーティングルーム 42.00 風除室2 9.00

発達検査室 6.00 廊下(2) 72.45

廊下 113.50 カルテ庫 5.80

階段 31.80 機材庫・物品庫 5.80

給湯室 6.00 職員玄関 渡り廊下 36.45

トイレ 男子便所 5.40 風除室 15.00

女子便所 8.10

便所 2.40 ◎ 通園棟

フロア 場                所 ㎡

◎ クリニック棟 1階 多目的室 通園者便所（1） 32.00

フロア 場                所 ㎡ 通園者便所（2） 28.00

1階 外来 正面玄関(風除室) 24.00

ロビー 52.41

廊下(1) 115.96

歯科 37.50

受付 23.21

事務室 18.00

薬局 18.00

診察室(1) 16.80

処置室 39.60

診察室(2) 16.80

診察室(3) 16.80

診察室(4) 18.00

前室・脳波室 18.00

訪問看護・地域連携室 36.00

医局 19.05

レントゲン室・暗室・操作室 30.05

トイレ1 5.00

トイレ2 3.50

前室 6.37

職員トイレ 3.38

ＳＴ室１ 9.24

ＳＴ室２ 9.35

ＰＴ室 102.00

更衣室Ｗ 15.00

更衣室Ｍ 10.63

病棟 玄関 5.85

ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ・事務室・処置室 42.15

休憩室 9.45

プレイルーム 27.00



平成　　年　　月　　日

(あて先)　社会福祉法人　楡の会
　　　　　　　　　理事長　三宅　誼

住 所
申 請 者 商号又は名称

代 表者 氏名 印

　平成29年1月20日付入札公示のありました、社会福祉法人楡の会　清掃業務委託に係る一般競争

入札に参加したいため、競争入札参加資格について確認されたく申請します。

　なお、当社は地方自治体施行令(昭和22年政令第16条)第167条の4の規定に該当しない者である

こと、並びにこの申請書について、事実と相違ないことを誓約いたします。

一般競争入札参加資格確認申請書



競 争 入 札 心 得

（総則）

第 １ 条  社会福祉法人楡の会が発注する工事請負等の一般競争入札又は指名入札による入

札に当たっては、別に定めのあるものの他、この心得を承知してください。

  （入札保証金）

第 ２ 条  入札参加者（入札保証金の納付を免除されている物を除く。）は、入札執行前に、

見積もった契約金額（消費税及び地方消費税｢以下消費税という｣相当額を含んだ額）

の１００分の８に相当する額以上の入札保証金を納めなければなりません。ただし、

      入札保証金の納付を免除された場合は、この限りではない。

  （入札）

第 ３ 条  入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出（入札箱

に投入）しなければなりません。

     ２ 郵便による入札を認めておりません。

  （公正な入札の確保）

第 ４ 条  入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号）等に抵触する行為を行なってはなりません。

     ２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札価格又は入札

意志についていかなる相談も行なわず、独自に入札価格を定めなければなりません。

     ３ 入札参加者は落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開

示してはなりません。

  （代理）

第 ５ 条  入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札執行前

にその旨を証する書面（委任状）を入札執行者に提出しなければなりません。

     ２ 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をするこ

とはできません。

     ３ 入札参加者は競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止

されている者は入札代理人とすることはできません。

  （入札書の書き換え等の禁止）

第 ６ 条  入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え又は撤  

      回することはできません。

  （入札無効）

第 ７ 条  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。



（１） 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

（２） 入札書の記載金額を加除訂正した入札

（３） 入札書に記名押印がない入札

（４） 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札

（５） 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をした時入札

（６） 代理人が２人以上の者の代理をしてした入札

（７） 入札者が同一事項について他の入札者の代理をした時の双方の入札

（８） 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの

（９） 無権代理人がした入札

（10）入札に関し不正の行為があった者のした入札

（11）入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

（12）その他入札に関する条件に違反した入札

  （開札）

第 ８ 条  開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はそ  

      の代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出

      席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち合わせます。

  （再度入札）

第 ９ 条  開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者（初度の入札参加者）で再度

入札を行います。また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契   

約によることがあります。

  （落札者の決定）

第 １０ 条  有効な入札を行なった者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者  

      を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以  

      上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。

２ 落札者となるべき価格で入札した者が２人以上いる場合は、くじ引きにより落札

者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事

務に関係の職員にくじを引かせます。

  （最低価格の入札者を落札者としない場合）

第 １１ 条  開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の

価格で入札した者を落札者としない場合があります。

    （１）当該申込に係わる価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行

がされないおそれがあると認められたとき。

    （２）その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあっ

て著しく不適当を認められるとき。



  （入札保証金等の返還）

第 １２ 条  落札者が決定した場合、入札保証金又はこれに代わる担保は、落札者に対しては

締結後に、落札者以外の者に対しては、入札執行後に返還します。

２ 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又

はこれに変える担保はすべて返還します。

  （契約の締結）

第 １３ 条  落札者が当該契約を締結しようとするときは、支出負担行為担当者の作成した契

約書案に記名押印の上、落札決定の通知を受けた日から５日以内に支出負担行為担

当者に提出しなければなりません。

  （入札保証金等の帰属）

第 １４ 条  落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保

証金又はその納付に代えて提供した担保は、社会福祉法人楡の会に帰属します。

     ２ 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、

当該落札者の見積もった契約金額（消費税等相当額を含んだ額）の１００分の８に

相当する額の違約金を社会福祉法人楡の会に納付しなければなりません。

  （契約保証金等）

第 １５ 条  契約を締結しようとする者（契約保証金の納付を免除されている者を除く。）は、

契約金額の１００分の１０に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代

える担保を提供しなければなりません。ただし、契約保証金の納付を免除された場

合は、この限りではありません。

     ２ 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権

を設定し、当該金融機関の確定日付のある承諾書を提出してください。

  （入札保証金等の充当）

第 １６ 条  落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保を契約保証金の一部

に充てます。

  （談合情報に対する対応）

第 １７ 条  入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取、契約書の

徴取及び工事内訳書の徴収並びに公正取引委員会への通報を行なうことがあります。

     ２ 入札談合の疑いがあると認められるときは、入札の執行をとりやめることがあり

ます。

     ３ 契約締結後に入札談合の事実があったと認められる証拠を得たときは、契約を解

除することがあります。

  （入札の取りやめ等）

第 １８ 条  前条第１項及び２項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執

行することができないほど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、

又は取りやめることがあります。



  （入札の辞退）

第 １９ 条  入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札

を辞退することができます。

     ２ 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に

挙げるところにより申し出てください。

（１） 入札執行前にあっては、その旨を文章又は口頭により支出負担行為担当者に

連絡すること。

（２） 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡するこ

と。

     ３ 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以降の指名等において不利益

な取り扱いを行なうことはありません。

入 札 談 合 の 取 り 扱 い

この入札に際し、談合の情報があった場合は、次の通り取り扱うことがありますので、承知

してください。

記

１ 談合情報のあった場合、事情聴取、誓約書の徴取及び積算の内訳書の徴取並びに公正取

引委員会への通知をおこなうことがあること。

２ 入札談合の疑いがあると認められるときは、入札の執行を取りやめることがあること。

３ 契約締結後に入札談合の事実があったと認められる証拠を得たときは、契約を解除する

ことがあること。


